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山形県建築関係建設コンサルタント業務委託料積算基準の運用 

令和６年 10月 

山形県県土整備部建築住宅課営繕室 

１．目的 

本運用は、山形県建築関係建設コンサルタント業務委託料積算基準に定められた内容についての

運用を図るもので、適切な設計業務等委託料の積算に資することを目的とする。 

 

２．共通項目 

○端数処理 

委託料を算定する際の端数処理については以下のとおりとする。 

（１）直接人件費 

イ）標準業務人・時間数並びに図面一枚あたりの所要工数及び平均所要工数の算定について

は、計算結果の小数第２位を切捨てる。 

ロ）直接人件費の計算結果は、一円未満を切捨てる。 

（２）諸経費、技術経費、特別経費及び現場監理経費 

一円未満を切捨てる。 

（３）消費税等相当額を除いた委託料 

上記（１）、（２）による計算結果の合計金額について、一万円未満を切捨てる。 

  （４）契約変更における消費税等相当額を除いた委託料 

    契約変更における消費税等相当額を除いた委託料については、上記（３）によらず、千円未

満を切捨てる。 

契約変更における 

委託料（税抜き） 
＝ 

変更後の設計金額 

（税抜き） 
× 

 当初の契約金額（税抜き） 

 当初の設計金額（税抜き） 

    例：当初の設計金額 7,740,000円（税抜き） 

      当初の契約金額 6,670,000円（税抜き） 

      変更後の設計金額 8,930,000円（税抜き） 

 

      契約変更における委託料（税抜き）＝8,930,000×（6,670,000／7,740,000） 

                      ≒7,695,490.9→7,695,000円 

 

３．設計業務 

○一般業務の考え方 

一般業務については、そのすべてを委託するものとし、対象外業務率は設定しない。 

○特別経費 

以下の項目に該当する場合を除き、計上しない。 

（１）出張旅費 

県内に営業所を有しない受託者に随意契約をする場合。 

ただし、特記に打合せ回数、時期、１回あたりの出席者数等を明記する。 

なお、旅費の算定は「県職員等の旅費に関する条例」等の規定を準用する。 

（２）特許、意匠使用料 

使用する特許及び意匠の詳細を特記に明記する。 

（３）特殊な模型、パース 

「特殊な模型、パース」は、スタディ模型、Ａ３程度のパース以外のものとする。 
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（４）アスベスト含有分析等調査 

アスベスト含有分析等の専門調査を行う場合、対象物を特記に明記する。 

（５）委託金額 500万円以上の業務委託については、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）の業

務カルテ登録経費として、以下の登録料金を計上する。 

①委託金額 500万円以上 2,500万円未満  １件当たり 7,810円（税抜き） 

②委託金額 2,500万円以上        １件当たり 8,600円（税抜き） 

 

４．工事監理業務 

 ○一般業務の考え方 

  一般業務については、品質管理に関する業務を委託するものとし、対象外業務率の設定に当たっ

ては、官庁施設積算要領別表２－４に掲げる標準的な対象外業務細分率を用いて設定する。 

なお、官庁施設積算要領別表２－３に掲げる業務内容の項目に関して標準的に委託業務の範囲外

となる業務内容の項目、および標準的に一部が委託業務の範囲外となる業務内容の項目は、官庁施

設積算要領第３章２．２による。 

○特別経費 

県内に営業所を有しない受託者に随意契約をする場合、受託者の滞在費、打合せ旅費等を実状に

合わせて計上する。 

ただし、特記に常駐人数、打合せ回数、１回あたりの出席者数等を明記する。 

なお、旅費の算定は「県職員等の旅費に関する条例」等の規定を準用する。 

 

５．その他 

各種取扱いについて、別添「官庁施設の設計業務等積算基準等の運用について（通知）」（令和６

年３月 26日付け国営整第 211号）を参考にする。 

なお、難易度係数による補正、複合建築物の算定方法については、「業務報酬基準ガイドライン（建

築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について）（2024 年告示

第８号版）」（編集：業務報酬基準検討委員会、発行：公益社団法人 日本建築士会連合会）による

ことができる。
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